
事業主が労働者に支払った賃金総額（千円未満は切り捨て） × 一般拠出金率（1,000分の0.02）

①労働保険の年度更新手続
②事業終了（廃止）

労働保険の確定保険料の申告に
併せて申告・納付します。

（4）算定方法

2

　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主の皆様に
ご負担いただくものです。
　徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主（アスベスト
の製造、販売を行ってきた事業主）からの特別拠出金と併せて、石綿（アスベスト）健康被害者（労災
補償の対象にならない方）の救済費用に充てられます。

,

34

17

https://www.env.go.jp/region/https://www.erca.go.jp/

・独立行政法人
 環境再生保全機構

・環境省
 地方環境事務所
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又は据付けの事業」（業種番号36）における機械装置の範囲については、下記のとおり具体例
が示されています。

P.25

⑤

③元請工事を行わない場合
④元請・下請の労働者を使っての工事を行わない場合

（現場以外での業務に従事する者を含む。）

18



36

事業主・事業の名称・所在地・事業の種類（業種）等を変更した場合について

　なお、事務所所在地の変更により、管轄の労働基準監督署が変わる場合は、変更後の所在地を
管轄する労働基準監督署に提出してください。ただし、他都道府県に変更される場合は、変更か
ら 50 日以内に旧所在地で保険関係の消滅（保険料の精算）の手続をし、変更後の所在地を管轄す
る労働基準監督署で新規加入の手続を行ってください。

◎「名称、所在地等変更届」については、ダウンロード様式はありません。最寄りの労働局等で入手
してください。

　事業主の氏名（法人の名称）、事業主の住所（本店所在地）、事業の名称、所在地、事業の種類（業
種）等に変更があった場合は、「名称、所在地等変更届（様式第 2 号）」を管轄の労働基準監督署に
提出してください。なお、法人の代表者のみの変更の場合は手続は不要です。

　必ず「労働保険番号」、「変更年月日」、変更箇所（変更前と変更後）変更理由の記入をお願いし
ます。（変更のない部分については記入不要です。）
　所在地変更に伴い電話番号が変わる場合は、「名称・氏名」の中の電話番号欄を記入してくださ
い。複数の労働保険番号を有する事業主は、労働保険番号ごとに作成してください。

　提出時に変更内容が確認できる資料（登記簿謄本写し、賃貸契約書写し等）を確認させていた
だくことがあります。また、雇用保険適用事業所は、ハローワークへ別途「雇用保険事業主事業所各
種変更届」の提出が必要です。（詳しくはハローワークへお問い合わせください。）
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